
（平成２４年１２月５日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認東京地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 11 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 30 件

国民年金関係 10 件

厚生年金関係 20 件



  

東京国民年金 事案13555 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和46年10月から47年３月まで 

             ② 昭和 47年７月から同年９月まで 

             ③ 昭和 54年10月から同年12月まで 

私は、申立期間①及び②については、長男が生まれた昭和 52 年＊月頃に妻の

国民年金の加入手続を区出張所で行い、後日、当該未納期間の国民年金保険料を

妻の20歳からの未納期間の保険料と合わせて約34万円を区出張所で納付した。 

また、申立期間③については、私が納付書により３か月ごとに夫婦二人分の保

険料を区出張所で納付していた。申立期間の保険料が未納となっているのは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③については、申立人の妻の国民年金手帳記号番号は、その前後の任

意加入被保険者の加入時期から昭和 55 年６月頃に払い出されたと推認でき、同

時点で過年度納付が可能な 53年７月から55年３月までの期間の妻の国民年金保

険料は過年度納付されたと推認できるところ、妻の保険料を納付していたとする

申立人が申立期間③の保険料についても併せて過年度納付したと考えるのが自然

である。 

  また、申立期間③の前後の保険料は長期間にわたり納付済みで、申立期間③は

３か月と短期間であり、申立人が保険料を現年度納付していたと考えても不自然

さは無い。 

２ 申立期間①及び②については、申立人は「長男が生まれた昭和 52 年＊月頃に

妻の国民年金の加入手続を行い、後日、申立期間①及び②の保険料を妻の 20 歳

からの未納期間の保険料と合わせて、約 34 万円を区出張所で納付した。」と説



  

明しているが、オンラインシステム及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システ

ムによる調査の結果、同時期に妻に手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情は見当たらない上、同時点では、特例納付は実施されておらず、納

付時点から２年を超える期間の保険料を遡って納付することは制度的にできない

こと、及び区出張所では現年度保険料以外の国民年金保険料の収納業務は行って

いないことから、申立人の主張は不自然である。 

  また、申立人の妻の国民年金手帳記号番号は、前述したとおり、昭和 55 年６

月に払い出されたと推認でき、同時点は第３回特例納付の実施最終月であり、当

該期間の保険料を遡って特例納付することは可能ではあるものの、申立人が納付

したとする約 34万円は、当該期間の保険料を妻の20歳からの未納期間と合わせ

て第３回特例納付した場合の保険料合計額と大きく異なる。 

  さらに、申立人の希望により実施した口頭意見陳述においても、申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる新たな資料の提出や具体的な説明は無か

った。 

このほか、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間①及び②の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和

54年10月から同年12月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案13556 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55年１月から 58年６月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年１月から58年６月まで 

        私の妻は、結婚後の私の国民年金保険料を妻の保険料と一緒に納付してくれて

いた。申立期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の任意加入被保険者の加入時期から

昭和 40 年７月頃に払い出されたと推認でき、申立期間の国民年金保険料を現年度

納付することが可能である。 

また、申立人は、昭和 41 年４月以降、申立期間を除き、厚生年金保険に加入す

る前月の平成９年７月までの国民年金加入期間の保険料を納付している上、申立

期間の保険料を納付していたとする妻は、結婚後の夫婦二人分の保険料を一緒に

納付していたと説明しているところ、オンライン記録により納付記録が確認でき

る平成７年４月から９年７月までの期間の納付年月は同一である。 

さらに、申立期間の前後を通じて住所及び申立人の職業に変更は無く、生活状況

に大きな変化は認められない上、妻は、申立期間と同一の期間について、平成 22

年６月 15 日付けの総務大臣によるあっせんに基づき、年金記録の訂正が行われて

いる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 

、



  

東京厚生年金 事案23907 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記

録を昭和40年10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万6,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年９月１日から同年10月１日まで 

Ａ社のＣ営業所及び同社の関連会社であるＤ社に勤務した期間のうち、申立期間の

厚生年金保険の加入記録が無い。Ｃ営業所からＤ社に事業所名は変わったが、同じ職

場で継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＡ社の業務を引き継ぐＥ社から提出のあった申立人に係る

人事記録並びにＡ社及びＤ社における複数の元従業員の供述から判断すると、申立人は、

Ａ社及びＤ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料をＡ社の事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、Ｄ社の元従業員の供述及び同社が厚生年金

保険の適用事業所となった日から判断して、昭和40年10月１日とすることが相当であ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 40 年８月の

社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立人と同時期にＡ社か

らＤ社に異動した全員に、申立人と同様の被保険者期間の空白が見られることから、事

業主は申立人に係る資格喪失日を昭和 40 年９月１日として届け、その結果、社会保険



  

事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案23908 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記

録を昭和40年10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万6,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年９月１日から同年10月１日まで 

Ａ社のＣ営業所及び同社の関連会社であるＤ社に勤務した期間のうち、申立期間の

厚生年金保険の加入記録が無い。Ｃ営業所からＤ社に事業所名は変わったが、同じ職

場で継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＡ社及びＤ社における複数の元従業員の供述から判断する

と、申立人は、Ａ社及びＤ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料をＡ社

の事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、Ｄ社の元従業員の供述及び同社が厚生年金

保険の適用事業所となった日から判断して、昭和40年10月１日とすることが相当であ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 40 年８月の

社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立人と同時期にＡ社か

らＤ社に異動した全員に、申立人と同様の被保険者期間の空白が見られることから、事

業主は申立人に係る資格喪失日を昭和 40 年９月１日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

  



  

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



  

東京厚生年金 事案23909 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記

録を昭和40年10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万8,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年９月１日から同年10月１日まで 

Ａ社のＣ営業所及び同社の関連会社であるＤ社に勤務した期間のうち、申立期間の

厚生年金保険の加入記録が無い。Ｃ営業所からＤ社に事業所名は変わったが、同じ職

場で継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＡ社及びＤ社における複数の元従業員の供述から判断する

と、申立人は、Ａ社及びＤ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料をＡ社

の事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、Ｄ社の元従業員の供述及び同社が厚生年金

保険の適用事業所となった日から判断して、昭和40年10月１日とすることが相当であ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 40 年８月の

社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立人と同時期にＡ社か

らＤ社に異動した全員に、申立人と同様の被保険者期間の空白が見られることから、事

業主は申立人に係る資格喪失日を昭和 40 年９月１日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保



  

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案23910 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記

録を昭和40年10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万4,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年９月１日から同年10月１日まで 

Ａ社のＣ営業所及び同社の関連会社であるＤ社に勤務した期間のうち、申立期間の

厚生年金保険の加入記録が無い。Ｃ営業所からＤ社に事業所名は変わったが、同じ職

場で継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＡ社及びＤ社における複数の元従業員の供述から判断する

と、申立人は、Ａ社及びＤ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料をＡ社

の事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、Ｄ社の元従業員の供述及び同社が厚生年金

保険の適用事業所となった日から判断して、昭和 40年10月１日とすることが相当であ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 40 年８月の

社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立人と同時期にＡ社か

らＤ社に異動した全員に、申立人と同様の被保険者期間の空白が見られることから、事

  



  

業主は申立人に係る資格喪失日を昭和 40 年９月１日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



  

東京厚生年金 事案23913 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、申立期間のうち、平成 13

年５月から同年９月までを 62万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについ

ては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年４月27日から同年10月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額と実際に給与

から控除された保険料に見合う標準報酬月額が異なっている。給与明細書（平成 13

年４月分を除く。）を提出するので、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる

したがって、申立期間のうち、平成 13 年５月から同年９月までの標準報酬月額につ

いては、申立人から提出された給与明細書において確認できる報酬月額及び保険料控除

額から、62万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申立

てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められな

い。 

。 



  

一方、申立期間のうち、平成 13 年４月について、申立人は、「同年４月分の給与は

日割りで計算して支払われたと記憶しているが、手元にその記録が無い。」と供述して

いることから、申立人の当該期間における報酬月額及び保険料控除額を確認することが

できない。 

また、申立人から提出された平成 13 年分給与所得の源泉徴収票に記載されている支

払金額は、前職分の給与総額と同年５月分から同年 12 月分までの上記給与明細書にお

ける給与支給額を合計した額と一致しており、申立人の同年４月における報酬月額を確

認することができない。 

さらに、Ａ社の事業主は、「自分は名前だけの代表取締役で給与支払やその他の具体

的業務を行っていなかったし、会計書類等の保管もしていないので、申立人の勤務実態

や保険料控除については分からない。」と回答していることから、申立人の平成 13 年

４月における保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が当

該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23917 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格取得日に係る記録を昭和

40 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年３月１日から同年４月11日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録を確認したところ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立

期間の厚生年金保険の加入記録が無いことが分かった。申立期間も同社に勤務してい

たことは確かなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であることを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出のあった同社が作成した名簿台帳から判断する

と、申立人は、申立期間を含めて同社に継続して勤務し（昭和 40 年３月１日に同社Ｃ

から同社Ｂ支社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社における昭和 40 年

４月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



  

東京厚生年金 事案23918 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社本部における資格取得日に係る記録を昭和 50

年３月21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を14万2,000円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年３月21日から同年５月21日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

において、同社の関連会社であるＢ社に出向していたが、Ａ社には申立期間も含めて

継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社の承継法人であるＣ社が保有しているＡ社における申立人

に係る従業員名簿及びＤ厚生年金基金の記録等から判断すると、申立人は、申立期間を

含めて同社及びその関連会社に継続して勤務し（昭和50年３月21日に同社Ｅ事務所か

らＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本部における昭和 50 年５

月の社会保険事務所（当時）の記録から、14万2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、社会保険事務所の記録どおりの資格取得に係る届出を行ったとしてい

ることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50 年３月及び同年４月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



  

東京厚生年金 事案23919 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 34 万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年12月22日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間に係る標準賞与額の記

録が無い。申立期間においても賞与が支給され、保険料を控除されていたので、標準

賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人について、Ａ社において、平成14年10月１日から

19 年６月 25 日までの期間の厚生年金保険被保険者記録が確認できるところ、17 年 12

月における標準賞与額に係る記録は確認できない。 

しかしながら、Ａ社が保有する支給控除項目一覧表によると、申立人は、申立期間に

同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記支給控除項目一覧表において確認でき

る保険料控除額及び賞与額から、34万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行っておらず、ま

た、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これ

を履行していないと認められる。 



  

東京厚生年金 事案23922 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記

録を、平成３年５月から同年９月までは 26 万円、同年 10 月から４年５月までは 28 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年５月１日から４年６月６日まで 

Ａ社における申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際の給与より低いので、

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額について、

当初、平成３年５月から同年９月までは 26 万円、同年 10 月から４年５月までは 28 万

円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年７月

31 日より後の５年５月 21 日付けで、３年 10 月の定時決定の記録が取り消された上で、

同年５月に遡って 22万円に減額訂正されていることが確認できる。 

また、申立人は、上記減額訂正処理が行われた平成５年５月 21 日において、既にＡ

社を退職し、別の事業所で勤務していたことが確認できる。 

さらに、Ａ社の複数の従業員は、「申立人は派遣社員であり、社会保険の手続に関与

していなかった。」旨回答しており、申立人は、上記減額訂正処理に関与していなかっ

たと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所

でなくなった後に、申立人に係る申立期間の標準報酬月額を遡って減額訂正する合理的

な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成３年５月から同

年９月までは 26 万円、同年 10 月から４年５月までは 28 万円に訂正することが必要で

ある。 

 



  

東京国民年金 事案13551（事案4441の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年４月から 50年７月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間  ： 昭和46年４月から50年７月まで 

私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれて

いた。申立期間の保険料は、父が、まとめて納付してくれたと思うし、特例で納

付してくれた可能性もある。申立期間の保険料が未納となっているのは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人は、国民年金の加入手続及び国民

年金保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時の

納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が明確ではないこと、ⅱ）

申立人が所持する国民年金手帳、申立人の納付状況リスト及びオンライン記録によ

ると、申立人は、昭和 50 年８月に任意加入したと記録されており、制度上、任意

加入者の納付義務は任意加入した月から発生することから、申立期間の保険料を遡

って納付することはできないこと、ⅲ）申立人に別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらないことなどから、既に当委員会の決定に

基づき、平成 21 年６月３日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

今回、申立人は、申立期間当時、遡って保険料を納付することが特例でできたと

聞いたので、あらゆる可能性でもう一度調査してほしいとして再申立てを行ってい

るが、申立期間は、平成３年２月 12 日に未加入期間から強制加入被保険者期間に

記録訂正されていることがオンライン記録で確認できるところ、当該記録訂正が行

われるまで申立期間は未加入期間であったため、申立期間の保険料は、制度上、納

付することができない上、当該記録訂正時点で、申立期間の保険料は時効により納

付することができない。 



  

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

東京国民年金 事案13552 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 11 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年４月から同年６月まで 

私は、平成７年１月に退職してすぐに当時居住していた市の区役所で国民年金

の加入手続を行い、集金人に毎月きちんと国民年金保険料を納付してきたのに、

３か月だけ未納期間があるのは不自然である。申立期間の保険料が未納となって

いるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間の国民年金保険料を集金人に毎月きちんと納付していた。

人が当

平成９

申立期

申立人

月まで

で申立

（家計

わせる

すると、

申立期間の保険料を遡って納付した記憶は無い。」と説明しているが、申立

時居住していた市は徴収員による国民年金保険料の集金が行われていたのは

年 12 月までだと思われると回答していること、及びオンライン記録により

間前後の期間の保険料は過年度納付されていることが確認できることから、

の主張は不自然である。 

また、オンライン記録により、申立期間直後の平成11年７月から12年１

の保険料は13年８月 28日に過年度納付されていることが確認でき、同時点

期間の保険料は時効により納付することができない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかが

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

東京国民年金 事案13553 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年１月から同年４月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年１月から同年４月まで 

私は、会社を退職した平成５年１月頃に、市役所で国民年金と国民健康保険の

加入手続を同時に行い、同年夏頃に市役所で申立期間の国民年金保険料を一括で

納付したと思う。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納となっているのは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職した平成５年１月頃に、市役所で国民年金の加入手続を行

ったと説明しているが、オンラインシステムによる調査の結果、同時期に申立人に

対して国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

また、申立人は、平成５年夏頃に、申立期間の国民年金保険料を一括納付したと

説明しているが、申立期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、申立期間の保

険料は納付することができない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

東京国民年金 事案13554 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年５月から 45年１月までの期間、47年２月から 48年８月まで

の期間及び 51 年３月から 56 年３月までの期間のうち 28 か月の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年５月から45年１月までの期間、47年２月から 

48年８月までの期間及び51年３月から56年３月までの 

期間のうち 28か月 

    私は、保管していた２年４か月分の国民年金保険料の領収証書を 60 歳以降に

廃棄した記憶があるので、申立期間のうち２年４か月分の保険料を納付したはず

である。申立期間のうち２年４か月分の保険料が未納となっているのは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された年金手帳に記載されている国民年金手帳記号番号は、その

前後の任意加入被保険者の加入時期から、昭和 58 年６月頃に払い出されたと推認

でき、同時点で申立期間の国民年金保険料は時効により納付することができない。 

また、オンラインシステム及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる

調査の結果、申立人に対して申立期間中に別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人は、上記手帳以外に国民年金手帳

記号番号が記載された手帳を受領した記憶は無いと説明している。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



東京国民年金 事案13557 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年８月から６年５月までの期間及び８年４月から 13 年２月まで

の期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成５年８月から６年５月まで 

             ② 平成８年４月から13年２月まで 

私は、申立期間①及び②について、会社退職後に、国民年金保険料の納付書が

届いたため、区役所に相談に行き、国民年金への加入及び免除申請の手続を行っ

た。60 歳になるまで免除申請をしていたので、申立期間が国民年金に未加入で

保険料が免除となっていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、「会社を退職した都度、国民年金保険料の納付書が届いたことから、

毎回区役所で国民年金への加入及び免除申請の手続を行った。」、「毎回年金手

帳を持参したと思う。」と説明しているが、申立人が申立期間当時から現在も居

住している区では、国民年金の加入手続を行った後でなければ保険料の納付書は

送付しないと回答していること、及び申立人から提出された国民年金手帳記号番

号の記載がある年金手帳の国民年金の記録欄には、申立期間①に係る被保険者資

格の得喪記録、申立期間②に係る被保険者資格の取得の記載は無いことから、申

立人の主張には不自然さが認められる。 

また、申立人は、免除申請手続について、翌年度以降は、区から送付されてき

た免除申請書に必要事項を記載して、郵送により申請をしていたと説明している

が、区は、前年度に免除承認された者に対して現年度分の免除勧奨は行っている

ものの、免除申請書は送付しないと回答している。 

２ 申立期間①については、国民年金の未加入期間であり、制度的に免除申請を行

うことができない。 

なお、申立期間①直前の平成４年５月から５年７月までの期間については、既

に当委員会の決定に基づき 24 年 10 月 10 日付けで厚生年金保険被保険者期間と

して年金記録の訂正が必要である旨のあっせんが総務大臣から厚生労働大臣へ行

  



  

われており、それまでは申立期間①を含めて、国民年金の未加入期間として取り

扱われていた。 

３ 申立期間②については、平成９年１月から基礎年金番号制度が導入されるに当

たり、区の広報誌（平成８年 12 月１日付け）において、『現在公的年金制度加

入中の人には、12 月中に社会保険業務センターから「基礎年金番号通知書」が

送られます。』と記載されているが、オンライン記録によると、申立人に基礎年

金番号が付番されたのは、17 年６月１日であることが確認でき、申立人は、申

立期間②当時において国民年金その他の公的年金制度に加入していなかったと認

められ、制度的に免除申請を行うことはできない。 

４ このほか、申立人が申立期間の保険料を免除されていたことを示す関連資料は

無く、申立期間の保険料が免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはで

きない。 



  

東京国民年金 事案13558 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年 10 月から 53 年６月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年10月から53年６月まで 

私の夫は、長男が生まれた昭和 52 年＊月頃に私の国民年金の加入手続を区出

張所で行った。後日、夫は私の 20 歳（41 年＊月）からの未納期間の国民年金保

険料を夫の未納期間と合わせて、約 34 万円を区出張所で納付した。以後は、夫

が納付書により３か月ごとに夫婦二人分の保険料を区出張所で納付してくれてい

た。申立期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、夫が昭和52年＊月頃に申立人の国民年金の加入手続を行ってくれたと

主張しているが、オンラインシステム及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システ

ムによる調査の結果、同時期に申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人の国民年金保険料を納付したとする夫は、加入後に申立人の20歳か

らの未納期間の保険料と自分の過去の未納期間（９か月分）の保険料を合わせた金

額は約34万円であることを区職員に教えてもらい、区出張所で現金で一括納付し、

その際、職員が３人掛かりで金額を確認したことを強く記憶していると主張してい

るが、申立人が国民年金の加入手続を行ったとする時期は、特例納付の実施期間で

はなく、納付時点から２年を超える期間の保険料を遡って納付することは制度的に

できないこと、及び区出張所では現年度保険料以外の国民年金保険料の収納業務は

行っていないことから、夫の主張は不自然である。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の任意加入被保険者の加入

時期から、第３回特例納付の実施最終月である昭和55年６月に払い出されたと推認

でき、同時点で特例納付することは可能であるものの、夫が納付したとする約34万

円は申立期間の保険料及び夫の未納期間の保険料を特例納付した場合の保険料合計



  

額と大きく異なる上、夫が52年＊月に申立人の国民年金の加入手続後に、夫婦二人

分の保険料を納付してきたとする主張は不自然と言わざるを得ない。 

加えて、申立人の希望により実施した口頭意見陳述においても、申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる新たな資料の提出や具体的な説明は無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



東京国民年金 事案13559 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59年１月から 60年２月までの国民年金保険料については、免除さ

れていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年１月から60年２月まで 

私は、昭和 58 年 12 月に会社を退職してから 60 年３月に就職するまでの期間

は、アルバイトをしており収入が少なく、国民年金保険料を納付することが困難

であったため、時期は不明だが区役所又は区出張所に行き、国民年金保険料の免

除申請の手続を行ったと思う。申立期間の保険料が免除となっていないのは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の第３号被保険者の該当処理日から、

平成５年４月頃に払い出されたと推認でき、同時点で申立期間の国民年金保険料の

免除申請を行うことができない。 

また、申立人は、昭和58年12月に会社を退職してから60年３月に就職するまでの

期間に免除申請手続を行ったと思うと説明しているが、オンラインシステム及び国

民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる調査の結果、同時期に申立人に対し

て別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、免除申請手続が行われ、免除が承認された場合には、免除承認通知書が

送付されることとなるが、申立人は、同通知書を受け取った記憶は無いと説明して

いる。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を免除されていたことを示す関連資料は無

く、申立期間の保険料が免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 

  



  

東京国民年金 事案13560 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年４月から 63年９月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年４月から63年９月まで 

私の母は、私が大学卒業後の昭和 50 年４月頃に、私の国民年金の加入手続を

行い、母が他界する 61 年＊月まで国民年金保険料を納付してくれていた。また、

同年＊月から 63 年９月までの保険料は送付されてきた納付書で元妻が納付して

くれていたはずである。申立期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、母親が昭和 50 年４月頃に申立人の国民年金の加入手続を行い、61 年

＊月まで国民年金保険料を納付してくれていたと主張しているが、申立人の国民年

金手帳記号番号は、その前後の第３号被保険者の該当処理日から、平成２年 11 月

頃に払い出されたと推認でき、同時点で申立期間の保険料は時効により納付できな

い。 

また、オンラインシステム及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる

調査の結果、昭和 50 年４月頃に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出された

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人は、昭和 61 年＊月以降は元妻が送付されてきた納付書で保険料

を納付してくれていたと思うと説明しているが、元妻は、送付されてきた請求書の

中に国民年金保険料の納付書があったかどうかは覚えていないと説明している。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



東京国民年金 事案13561 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成８年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年４月から同年12月まで 

    私は、平成８年に会社を退職し、次の会社に再就職するまでの間に区役所で国

民年金の加入手続を行い、自分又は母のどちらかが国民年金保険料を納付してい

た。親は厳しい人で、保険料を納付したかどうかを確認していたので、申立期間

の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成８年に会社を退職し、次の会社に再就職するまでの間に区役所

で国民年金の加入手続を行った。」と主張しているが、オンラインシステムによる

調査の結果、申立人に対して、同時期に国民年金手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

また、オンライン記録により、ⅰ）申立人の基礎年金番号は、平成９年１月 10

日に厚生年金保険の記号番号を基に付番されていること、ⅱ）申立期間の国民年金

被保険者資格喪失日（９年１月１日）及び申立期間後の国民年金被保険者資格取得

日（10 年８月 22 日）は、11 年１月 14 日に記録追加されていることが確認できる

ことから、申立期間の被保険者資格取得処理も同年１月 14 日に行われたものと考

えられるところ、同時点で申立期間の国民年金保険料の大部分は時効により納付す

ることができない。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人及びその母親が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



  

東京国民年金 事案13562 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年 10 月から 10 年７月までの期間及び同年９月から 11 年９月ま

での期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成８年 10月から10年７月まで 

             ② 平成 10年９月から11年９月まで 

私の母は、私が会社を退職した平成８年 10 月頃に国民年金の加入手続を行っ

てくれた。国民年金保険料は、母が私の口座からの振替手続を行い、納付してく

れていたと思う。申立期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は母親が平成８年 10 月頃に国民年金の加入手

続を行ったと主張しているが、オンラインシステムによる調査の結果、同時期に

申立人に対して国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

また、オンライン記録により、申立期間①直後の平成 10 年８月の国民年金保

険料は 12 年９月に納付されていることが確認でき、同時点で、申立期間①の保

険料は時効により納付することができない。 

さらに、申立人は母親が申立人の口座から保険料を振替で納付してくれていた

と思うと説明しているが、オンライン記録において、申立人の口座振替手続は平

成14年６月からとなっている。 

加えて、申立期間①はオンラインシステムが導入された後の期間であり、電算

による納付書作成、領収済通知書の光学式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、

事務処理の機械化が図られている上、平成９年１月から基礎年金番号制度が導入

されており、申立期間①において記載漏れや記録誤り等の生じる可能性は低いと

考えられる。 

  ２ 申立期間②については、上記のとおり、同期間直前の平成 10 年８月の保険料

が過年度納付された 12 年９月時点で、保険料を過年度納付することは可能であ



  

るものの、オンライン記録により、申立期間②直後の 11 年 10 月から 12 年３月

までの保険料は 13 年 11 月 30 日に納付されていることが確認でき、同時点で、

申立期間②の保険料は時効により納付することができない。 

    また、申立人は、平成 12 年８月＊日に婚姻しているが、申立人の妻は、13 年

10 月以降は、夫の保険料の納付に関与していたが、それ以前は義母が保険料の

納付を行っていたと思うと説明しているところ、オンライン記録により、申立人

の基礎年金番号は、厚生年金保険の記号番号を基に９年１月１日に付番されてい

ること、並びに申立期間②前後の期間の保険料が 12 年９月及び 13 年 11 月にそ

れぞれ過年度納付されていることを踏まえると、申立人が国民年金の第１号被保

険者として取り扱われるようになったのは、９年１月から 12 年９月までの間と

推認できるが、申立期間②の保険料を納付したと考えられる母親及び妻は申立期

間②の保険料の納付に関する記憶が明確でない。 

    さらに、申立期間②については、オンラインシステムが導入された後の期間で

あり、電算による納付書作成、領収済通知書の光学式文字読取機（ＯＣＲ）によ

る入力等、事務処理の機械化が図られている上、平成９年１月からは基礎年金番

号制度が導入されており、申立期間②において記録漏れや記録誤り等の生じる可

能性は低いと考えられる。 

３ このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。 

なお、申立人は、自分が現在、口座を開設している金融機関の口座振替状況を

調査してもらえれば、納付していることが分かると思うと主張しているが、金融

機関における口座開設日は平成 13年３月26日であり、別の金融機関は「普通預

金元帳は 10 年保存であり、申立期間のものは保存していない。」と回答してい

ることから、申立期間の口座振替の状況は不明である。 



 

東京厚生年金 事案23911 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年９月30日から同年10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

申立期間も勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に昭和 60年10月５日まで勤務したが、申立期間当時、経理部長から

事務手続上の退職日は同年９月 30 日付けとするとの説明を受けていたので、給与から

同年９月の厚生年金保険料は控除されていたはずであると主張している。 

しかしながら、Ａ社は、保管している従業員名簿一覧によると、申立人の退職日が昭

和60年９月 29日と記載されていることから、申立期間における申立人の在籍は確認で

きないと回答している上、上記経理部長は、申立人に退職日について説明したが、申立

人の退職日は上記名簿一覧のとおり、同年９月 29日であったと回答している。 

また、雇用保険の加入記録によると、申立人のＡ社における離職日は、昭和 60 年９

月29日となっており、厚生年金保険の資格喪失日と符合していることが確認できる。 

さらに、Ａ社の申立期間当時の複数の従業員に照会したところ、申立人を記憶してい

る者は複数名いたが、申立人の退職時期について記憶している者はおらず、申立人の申

立期間における勤務実態及び厚生年金保険の加入状況を確認することができない。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、厚生年金保険の資格喪失日が月

末日になっている者が複数名確認できるところ、上記経理部長は、申立期間当時、退職

月の厚生年金保険料を控除しないようにするため、従業員と話合いの上で退職日を月末

日の前日にするという取扱いをしていたと回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

 



  

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23912 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年４月 

Ａ社に勤務した期間のうち、平成 15 年４月における厚生年金保険の標準賞与額の

記録が無い。継続勤務期間中につき賞与の支払はあったと思うので、調査の上、標準

賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、申立人が勤務していた同社グループ内のＢ社について、「12 月決算のため、

決算賞与の支給があるとすれば３月となり、４月の賞与支給はありません。」と回答し

ているほか、同社からの給与等の振込金額が確認できるとして申立人から提出された預

金通帳において、平成 15年４月中に賞与とみられる額の入金は確認できない。 

また、Ａ社が加入しているＣ健康保険組合から提出された申立人に係る適用台帳にお

いて、平成15年４月における標準賞与額の記録は見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案23914 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 26年２月１日から27年７月10日まで 

             ② 昭和 33年11月26日から36年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうちの申立期間①及びＢ事業所に勤務した期間のうちの申立

期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。いずれの申立期間についても被保険者資格

を取得していることを母が事業所に確認し知らされていた。また、申立期間②につい

ては、事業主の妻で経理担当であった人から、被保険者資格を取得していることを知

らせてもらっていた。調査して、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿による

と、同社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、当時の事業主は連絡

先が不明であることから、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認することができない。 

また、申立人は、４人の兄と共にＡ社に勤務していたとしているが、一人は死亡、二

人は所在不明により照会することができず、残る一人は照会したが回答が無いため、申

立人の申立期間①における勤務実態について確認することができない。 

さらに、所在が判明した４人の従業員に申立人の勤務状況等を照会したものの、いず

れも申立人の勤務期間を記憶しておらず、これらの者から申立人の申立期間①における

勤務実態について確認することができない。 

加えて、厚生年金保険記号番号払出簿によると、申立人のＡ社における記号番号は昭

和27年７月 15日に払い出されていることが確認でき、不自然な処理は見当たらない。 

申立期間②について、Ｂ事業所において勤務していた二人の従業員の供述により、期

間は特定できないものの、申立人が当該期間の一部期間に同事業所において勤務してい

  



  

たことはうかがえる。 

しかし、Ｂ事業所に係る事業所別被保険者名簿によると、同事業所が厚生年金保険の

適用事業所となったのは昭和 35年11月１日であり、申立期間②のうち、33年11月26

日から35年11月１日までの期間は適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、上記被保険者名簿によると、Ｂ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっている上、事業主は死亡しており、申立人が同事業所において経理担当であった

とする事業主の妻は、「主人も亡くなり、担当した者も死亡したため分かりません。」

と回答していることから、申立人の申立期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案23915 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年４月23日から同年５月１日まで 

Ａ社にタクシー乗務員として勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

提出した登録原簿に記録されているとおり、平成 16年４月23日にタクシー運転者証

が交付され、同日から同社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあったＢ法人の登録原簿及びＡ社の常務取締役の供述から、申立人

が申立期間において同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、「タクシー部門をＣ社として分社した後、平成22年11月に他社に

譲渡したため、関係書類が無く、申立人に係る厚生年金保険の届出、保険料控除及び納

付等については不明である。」と回答していることから、申立人の申立期間における厚

生年金保険料控除について確認することができない。 

また、Ａ社で社会保険業務を担当していた者は、「申立人を覚えているが、申立期間

において厚生年金保険の届出、保険料控除及び納付は行っていない。平成 16 年４月 23

日入社では４月の乗車日は何日も無く、５月支給の給与から２か月分（４月分及び５月

分）の社会保険料を控除すると手取り額が少なくなるので、同年５月１日からの資格取

得にすると申立人に話した。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

  



  

東京厚生年金 事案23916 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年８月１日から同年12月20日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務していたこ

とは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における複数の元従業員の供述から、期間は特定できないものの、申立人が同社

に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は、「申立期間当時の社長は亡くなっており、事務員の氏名も記

憶していない上、資料も保存していない。」旨回答していることから、申立人の勤務状

況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、Ａ社の経理・社会保険事務担当者は、「アルバイトもいたので全ての従業員を

社会保険に加入させていたわけではなかった。」旨供述しているところ、同社に係る事

業所別被保険者名簿において、申立人が自分と同職種（トラック運転手）であったとし

て名字を挙げた同僚３人の氏名は見当たらないことから、申立期間当時、同社は全ての

従業員を厚生年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23920 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年３月30日から同年４月３日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、

昭和 45 年４月に入社し、10 年一区切りということで、退職する月は 55 年３月いっ

ぱいと決めていたが、決算期で多忙なことから、４月３日まで勤務していた。申立期

間も厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45年４月１日から申立期間の終期である55年４月３日までＡ社に勤

務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社が保有している申立人からの退職願によれば、申立人は、昭和

55 年３月 29 日をもって同社を退職する旨願い出ていることが確認でき、また、同日は、

雇用保険の記録、同社が保有している申立人に係る従業員名簿及び同社が加入している

Ｂ厚生年金基金の申立人に係る異動記録情報照会リストから確認できるそれぞれの退職

日と一致しており、これらの記録からも申立期間の勤務を確認することはできない。 

そして、Ａ社は、従業員の退職日について、申立期間当時から現在まで、一律に月末

にするということはなく、本人の希望に沿った日を退職日とするとしており、しかも、

厚生年金保険被保険者資格を月の途中で喪失し、被保険者でなくなった月について、厚

生年金保険料を給与から控除する、又は徴収することはなかったとしている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案23921 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成14年11月26日から同年12月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。本来、雇用期間に合わせて厚生年金保険の加入手続を行うのが正しいはずで

ある。申立期間の給与明細書及び派遣労働者雇用契約書（兼勤務通知書）を提出する

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出のあったＡ社における申立人に係る派遣労働者雇

用契約書兼就業条件明示書及び申立人から提出された申立期間の同社における給与明細

書等から、申立人が当該期間に同社に勤務し、当該期間に係る給与の支払を受けていた

ことが確認できる。 

しかしながら、Ｂ社が保有しているＡ社における申立人に係る賃金台帳及び上記給与

明細書においては、申立人は、申立期間である平成 14年11月の厚生年金保険料を給与

から控除されていないことが確認できる。 

このことについて、Ｂ社は、派遣労働者の厚生年金保険の加入について、「申立期間

当時は、２か月以上の派遣雇用契約が見込める場合は、契約時に厚生年金保険の加入手

続を行っていたが、２か月未満の場合、厚生年金保険には加入させていなかった。申立

人については、当初の雇用契約は、平成 14年 11月 26日から同年 12月 25日までの１

か月だけの契約であったため、厚生年金保険の加入手続は行っておらず、11 月分の給

与から厚生年金保険料も控除していなかった。そして、12 月になって、申立人との雇

用契約期間が２か月以上延長されることになったため、同月から厚生年金保険の被保険

者となる手続を行った」としている。 

なお、Ｂ社が保有しているＡ社における申立人の当初の派遣労働者雇用契約書兼就業

条件明示書（派遣・雇用期間：平成 14年 11月 26日～同年 12月 25日）では、雇用契

  



  

約を更新しない旨の記載があることが確認できることから、当初、申立人とＡ社との雇

用契約は１か月であったことが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案23923 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、労働者年金保険被保険者として労働者年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和17年12月１日から19年６月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険

の加入記録が無い。申立期間は同社同工場に継続して勤務していたので、厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社Ｃ工場に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無いと申し立てているところ、申立人は、昭和17年12月１日に同社同工場におい

て労働者年金保険の被保険者資格を喪失しているが、資格を喪失した原因について、厚

生年金保険被保険者台帳（旧台帳）に「職員」と記載されている上、19 年６月１日に

同社同工場において被保険者資格を再取得していることから、継続した勤務はうかがえ

る。 

しかし、労働者年金保険の被保険者資格を喪失した原因について、上記被保険者台帳

に「職員」と記載されていることから、申立人は、昭和 17年12月１日に労働者年金保

険の適用者から外れたため、被保険者資格を喪失したものと認められる。 

また、上記被保険者台帳によると、昭和 17年９月１日から19年３月１日までの期間

にＡ社Ｃ工場において労働者年金保険の被保険者資格を喪失し、同年６月１日に同社同

工場において被保険者資格を再取得している被保険者 54人のうち37人について、申立

人と同様に、資格を喪失した原因が「職員」と記載されていることが確認できる。 

さらに、Ｂ社は、「当時の資料が無いため、申立人の申立期間における在籍及び保険

料控除について確認できない。」と回答していること、及び申立期間当時のＡ社Ｃ工場

の総務担当も特定できないことから、申立人の申立期間における勤務状況及び労働者年

  



  

金保険の取扱いについて確認することができない。 

加えて、上記被保険者 54 人のうち、連絡先が判明した４人に照会したが、申立人の

申立期間における勤務状況及び労働者年金保険の取扱いについて具体的な回答は得られ

なかった。 

このほか、申立人の申立期間における労働者年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が労

働者年金保険の被保険者として、申立期間に係る労働者年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 



  

東京厚生年金 事案23924 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成21年９月１日から22年７月１日まで 

Ａ社は、平成 21 年から 23 年までの算定基礎届を提出していなかったとして、24

年８月に年金事務所に当該届出を行ったが、申立期間の記録訂正に係る保険料は時効

により納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 44 万円とさ

れている。当該訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

44 万円と記録されていたところ、同社は平成 21 年９月の定時決定に係る被保険者報酬

月額算定基礎届を提出していなかったとして年金事務所に当該届出を行った結果、24

年８月 24 日付けで、44 万円から 47 万円に訂正されている。ただし、申立期間の記録

訂正に係る保険料は時効により納付できず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（47 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（44万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立期間の「給与支給控除一覧表」において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、上記訂正前のオンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 



  

東京厚生年金 事案23925 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成21年９月１日から22年７月１日まで 

Ａ社は、平成 21 年から 23 年までの算定基礎届を提出していなかったとして、24

年８月に年金事務所に当該届出を行ったが、申立期間の記録訂正に係る保険料は時効

により納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 53 万円とさ

れている。当該訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

53 万円と記録されていたところ、同社は平成 21 年９月の定時決定に係る被保険者報酬

月額算定基礎届を提出していなかったとして年金事務所に当該届出を行った結果、24

年８月 24 日付けで、53 万円から 56 万円に訂正されている。ただし、申立期間の記録

訂正に係る保険料は時効により納付できず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（56 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（53万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立期間の「給与支給控除一覧表」において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、上記訂正前のオンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 



  

東京厚生年金 事案23926 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和56年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成21年９月１日から22年７月１日まで 

Ａ社は、平成 21 年から 23 年までの算定基礎届を提出していなかったとして、24

年８月に年金事務所に当該届出を行ったが、申立期間の記録訂正に係る保険料は時効

により納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 34 万円とさ

れている。当該訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

34 万円と記録されていたところ、同社は平成 21 年９月の定時決定に係る被保険者報酬

月額算定基礎届を提出していなかったとして年金事務所に当該届出を行った結果、24

年８月 24 日付けで、34 万円から 36 万円に訂正されている。ただし、申立期間の記録

訂正に係る保険料は時効により納付できず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（36 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（34万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立期間の「給与支給控除一覧表」において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、上記訂正前のオンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 



  

東京厚生年金 事案23927 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和56年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成21年９月１日から22年７月１日まで 

Ａ社は、平成 21 年から 23 年までの算定基礎届を提出していなかったとして、24

年８月に年金事務所に当該届出を行ったが、申立期間の記録訂正に係る保険料は時効

により納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 34 万円とさ

れている。当該訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

34 万円と記録されていたところ、同社は平成 21 年９月の定時決定に係る被保険者報酬

月額算定基礎届を提出していなかったとして年金事務所に当該届出を行った結果、24

年８月 24 日付けで、34 万円から 36 万円に訂正されている。ただし、申立期間の記録

訂正に係る保険料は時効により納付できず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（36 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（34万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立期間の「給与支給控除一覧表」において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、上記訂正前のオンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 



 

東京厚生年金 事案23928 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成21年９月１日から22年７月１日まで 

Ａ社は、平成 21 年から 23 年までの算定基礎届を提出していなかったとして、24

年８月に年金事務所に当該届出を行ったが、申立期間の記録訂正に係る保険料は時効

により納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 44 万円とさ

れている。当該訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

44 万円と記録されていたところ、同社は平成 21 年９月の定時決定に係る被保険者報酬

月額算定基礎届を提出していなかったとして年金事務所に当該届出を行った結果、24

年８月 24 日付けで、44 万円から 47 万円に訂正されている。ただし、申立期間の記録

訂正に係る保険料は時効により納付できず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（47 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（44万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立期間の「給与支給控除一覧表」において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、上記訂正前のオンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 

 



  

東京厚生年金 事案23929 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和52年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成21年９月１日から22年７月１日まで 

Ａ社は、平成 21 年から 23 年までの算定基礎届を提出していなかったとして、24

年８月に年金事務所に当該届出を行ったが、申立期間の記録訂正に係る保険料は時効

により納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 38 万円とさ

れている。当該訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

38 万円と記録されていたところ、同社は平成 21 年９月の定時決定に係る被保険者報酬

月額算定基礎届を提出していなかったとして年金事務所に当該届出を行った結果、24

年８月 24 日付けで、38 万円から 41 万円に訂正されている。ただし、申立期間の記録

訂正に係る保険料は時効により納付できず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（41 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（38万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立期間の「給与支給控除一覧表」において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、上記訂正前のオンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 



東京厚生年金 事案23930 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和55年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成21年９月１日から22年７月１日まで 

Ａ社は、平成 21 年から 23 年までの算定基礎届を提出していなかったとして、24

年８月に年金事務所に当該届出を行ったが、申立期間の記録訂正に係る保険料は時効

により納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 36 万円とさ

れている。当該訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

36 万円と記録されていたところ、同社は平成 21 年９月の定時決定に係る被保険者報酬

月額算定基礎届を提出していなかったとして年金事務所に当該届出を行った結果、24

年８月 24 日付けで、36 万円から 38 万円に訂正されている。ただし、申立期間の記録

訂正に係る保険料は時効により納付できず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（38 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（36万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立期間の「給与支給控除一覧表」において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、上記訂正前のオンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 

  



  

東京厚生年金 事案23931 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成21年９月１日から22年７月１日まで 

Ａ社は、平成 21 年から 23 年までの算定基礎届を提出していなかったとして、24

年８月に年金事務所に当該届出を行ったが、申立期間の記録訂正に係る保険料は時効

により納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 47 万円とさ

れている。当該訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

47 万円と記録されていたところ、同社は平成 21 年９月の定時決定に係る被保険者報酬

月額算定基礎届を提出していなかったとして年金事務所に当該届出を行った結果、24

年８月 24 日付けで、47 万円から 50 万円に訂正されている。ただし、申立期間の記録

訂正に係る保険料は時効により納付できず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（50 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（47万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立期間の「給与支給控除一覧表」において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、上記訂正前のオンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 



東京厚生年金 事案23932 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成21年９月１日から22年７月１日まで 

Ａ社は、平成 21 年から 23 年までの算定基礎届を提出していなかったとして、24

年８月に年金事務所に当該届出を行ったが、申立期間の記録訂正に係る保険料は時効

により納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 34 万円とさ

れている。当該訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

34 万円と記録されていたところ、同社は平成 21 年９月の定時決定に係る被保険者報酬

月額算定基礎届を提出していなかったとして年金事務所に当該届出を行った結果、24

年８月 24 日付けで、34 万円から 36 万円に訂正されている。ただし、申立期間の記録

訂正に係る保険料は時効により納付できず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（36 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（34万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立期間の「給与支給控除一覧表」において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、上記訂正前のオンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 

  



東京厚生年金 事案23933 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和56年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成21年９月１日から22年７月１日まで 

Ａ社は、平成 21 年から 23 年までの算定基礎届を提出していなかったとして、24

年８月に年金事務所に当該届出を行ったが、申立期間の記録訂正に係る保険料は時効

により納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 34 万円とさ

れている。当該訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

34 万円と記録されていたところ、同社は平成 21 年９月の定時決定に係る被保険者報酬

月額算定基礎届を提出していなかったとして年金事務所に当該届出を行った結果、24

年８月 24 日付けで、34 万円から 38 万円に訂正されている。ただし、申立期間の記録

訂正に係る保険料は時効により納付できず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（38 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（34万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立期間の「給与支給控除一覧表」において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、上記訂正前のオンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 

  



  

東京厚生年金 事案23934 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成21年９月１日から22年７月１日まで 

Ａ社は、平成 21 年から 23 年までの算定基礎届を提出していなかったとして、24

年８月に年金事務所に当該届出を行ったが、申立期間の記録訂正に係る保険料は時効

により納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 28 万円とさ

れている。当該訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

28 万円と記録されていたところ、同社は平成 21 年９月の定時決定に係る被保険者報酬

月額算定基礎届を提出していなかったとして年金事務所に当該届出を行った結果、24

年８月 24 日付けで、28 万円から 30 万円に訂正されている。ただし、申立期間の記録

訂正に係る保険料は時効により納付できず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（30 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（28万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立期間の「給与支給控除一覧表」において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、上記訂正前のオンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 



東京厚生年金 事案23935 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成21年９月１日から22年７月１日まで 

Ａ社は、平成 21 年から 23 年までの算定基礎届を提出していなかったとして、24

年８月に年金事務所に当該届出を行ったが、申立期間の記録訂正に係る保険料は時効

により納付できず、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 50 万円とさ

れている。当該訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初

50 万円と記録されていたところ、同社は平成 21 年９月の定時決定に係る被保険者報酬

月額算定基礎届を提出していなかったとして年金事務所に当該届出を行った結果、24

年８月 24 日付けで、50 万円から 56 万円に訂正されている。ただし、申立期間の記録

訂正に係る保険料は時効により納付できず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（56 万円）で

はなく、当初記録されていた標準報酬月額（50万円）となっている。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立期間の「給与支給控除一覧表」において確認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、上記訂正前のオンライン記録の標準報酬月

額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 

  




